
第４章 農業政策をめぐる動向 

１ 農業政策の動き 

（１） 食料・農業・農村基本法 

平成１１年７月に制定された食料・農業・農村基本法は、食料・農業・農村に関する施

策の基本理念及びその実現を図るために基本となる事項が定められています。 

 

これまで基本理念には「食料の安定供給の確保」、「多面的機能の発揮」、「農業の持続的

な発展」及び「農村の振興」の４つが掲げられ、この具体化に向けた施策が推進されてき

ました。 

制定からおよそ四半世紀が経過し、世界的な食料情勢の変化に伴う食料安全保障上のリ

スクの高まりや、地球環境問題への対応、海外市場の拡大等、我が国の農業を取り巻く情

勢の変化を踏まえ、国は令和４年９月以降、基本法の検証・見直しに向けた検討を行い、

食料・農業・農村基本法改正法（以下、改正法）が令和６年５月２９日に成立、同年６月

５日に公布・施行されました。 

 

改正法では、基本理念に、国民一人一人の「食料安全保障の確保」と、「環境と調和のと

れた食料システムの確立」が新たに位置付けられました。食料システムは、生産・加工・

流通・小売・消費の各段階の関係者が連携するという新たな概念であり、合理的な価格の

形成や環境負荷低減など、持続可能性を高める取組を関係者が一体となって進めていくこ

ととされています。 

 

また、改正法の中では、人口減少に伴う農業者の減少等が生じる状況においても、食料

の供給機能や多面的機能が発揮され、農業の持続的発展が図られなければならないとして、

「生産性の向上」「付加価値の向上」「環境負荷低減」が農業生産の方向性として位置づけ

られるとともに、「農村の振興」の方向性として「地域社会の維持」が位置付けられました。 

 

 

 

  

出典：農林水産省 
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（２） 食料・農業・農村基本計画 

国は、改正法に基づき、新たな食料・農業・農村基本計画（以下、基本計画）を令和７

年４月に策定しました。 

 

基本計画は、改正法で定める、基本理念の実現を図る観点から、５つのテーマ、①我が

国の食料供給、②輸出の促進（輸出拡大等による「海外から稼ぐ力」の強化）、③国民一人

一人の食料安全保障・持続的な食料システム、④環境と調和のとれた食料システムの確

立・多面的機能の発揮、⑤農村の振興、併せて国民理解の醸成及び自然災害への対応等で

整理されています。 

 

基本計画は、平時からの食料安全保障を実現する観点から、激動する国際情勢や人口減

少等の国内状況の変化に対応し、また、短期的な食料・農業・農村に係る課題の発生等が

あっても対応し得る構造にするため、その計画期間を５年間とし、初動５年間で農業の構

造転換を集中的に推し進めることとしています。 

 

また、基本計画の実効性を高めるため、食料自給率に加えて、その他の食料安全保障の

確保に関する目標及びＫＰＩを設定し、少なくとも年１回、その目標の達成状況を調査・

公表するなどし、おおむね５年ごとに基本計画の変更を行うこととしています。 
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新たな食料・農業・農村基本計画のポイント 

 
 

 

  
出典：農林水産省 
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２ 地域計画の取組 

 

高齢化や人口減少の本格化により、農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が

適切に利用されなくなることが懸念されます。このような地域の課題を解決するため、令

和５年４月１日に改正農業経営基盤強化促進法が施行され、市町村において、令和７年３

月末までに「地域計画」を策定することとされました。 

 

地域計画とは、地域の話し合いを通じて「地域農業の将来のあり方」や「誰がどのよう

に農地を利用するか」を明確にしたものです。 

地域計画では、地域農業の現状や課題のほか、１０年後の農地利用を示した「目標地図」

を作成し計画の実現を目指すものとなっています。 

 

本県では令和７年３月末時点で７９１地区の地域計画が策定されており、今後、地域の

方はもとより、関係機関・団体が連携し、計画のブラッシュアップを図りながら、人材の

確保やスマート農業の導入による生産性向上、農地の区画拡大や集積・集約による効率的

な生産基盤の確立等、各種施策を講じて、計画の実現を推進していく必要があります。  

 

        

 

   

 

 

 

 

 

  

＜策定に向けた地域の話合いの様子＞ 

＜目標地図（イメージ図）＞ 
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３ 県域ＪＡの誕生 

 

令和６年４月、県内の１３ＪＡが合併し、県域ＪＡ「宮崎県農業協同組合（ＪＡみやざ

き）」が発足しました。また、令和７年３月には、全国で初めて３つの連合会（ＪＡ中央

会、ＪＡ経済連、ＪＡ信連）等も統合され、これらにより職員数や農畜産物の販売取扱高

などが国内有数規模のＪＡとなりました。 

 

農業を取り巻く環境は、国内人口の減少・高齢化、肥料・飼料・燃料等の価格高騰な

ど、厳しい状況にありますが、合併により、仕入れや物流の集約による経費削減や販売単

価の安定化、老朽化した施設の更新などが順次進められ、農業者の所得向上等が期待され

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-29-



４ Ｇ７農業大臣会合の開催 

 

令和５年４月２２～２３日、Ｇ７広島サミットの関係閣僚会合の 1 つとして、宮崎市で、

Ｇ７宮崎農業大臣会合が開催されました。 

 

世界的な課題である食料安全保障の強化に向けてＧ７各国の農業大臣が議論を行い、本

県の高校生からは持続可能な農業の実現に向けたイノベーションの推進や農業の魅力の発

進、食への感謝と農業教育について提言が行われました。 

 

提言等を踏まえた議論の結果、今後の農業・食料政策の方向性として、「自国の生産資源

を持続可能な形で活用すること」、「農業の生産性向上と持続可能性の両立」、「あらゆる形

のイノベーションにより、農業の持続可能性を向上させること」について共通の認識がも

たれ、議論を取りまとめた共同声明とともに、Ｇ７各国が取り組むべき行動をまとめた

「宮崎アクション」が採択されました。 

 

＜G7宮崎農業大臣会合協力推進協議会の広報デザイン＞ 

 
 

 

＜G7大臣会合フォトセッション＞ 

 
 

＜高校生の提言＞ 
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